
承認工事　申請書類チェックリスト ※市の様式はホームページからダウンロードしてください。

□事前協議あり→□事前協議と申請内容は相違ありません

□事前協議なし

申 請 書 類
添付

チェック
チェックポイント

申 請 書 □右上の申請提出日が記載されていますか。

※ 市 の 様 式 を 使 用 □ □申請者が法人の場合、代表者の氏名が記載されていますか。

□適切な工期が設定されていますか。※承認期間のみ工事が可能ですので、期間延長の場合、工期延期の手続きもしくは再申請が必要になります。

□書類作成者と申請者が異なる場合、備考欄等に担当者連絡先が記載されていますか。

誓 約 書 □誓約日が記載されていますか。※誓約日は申請日同日である必要があります。

※ 市 の 様 式 を 使 用 □ □申請書と同じ内容が記載されていますか。

□申請者が法人の場合、代表者の氏名が記載されていますか。

位 置 図 □ □工事箇所（道路部分）がマーキングされていますか。

公 図 □道路用地及び工事箇所地先が写っていますか。

□ □工事箇所（道路部分）がマーキングされていますか。

□工事箇所は豊橋市所有の道路用地になっていますか。

□工事箇所（道路部分）がマーキングされていますか。

□A4用紙　かつ　カラーで印刷されていますか。（１ページに２枚貼り付け程度推奨）

□最新（６か月以内）の現況がわかる写真ですか。（グーグルマップストリートビューは不可）

□工事範囲付近に目地やマンホールはありませんか。　※横断方向に１ｍ以内、縦断方向に３ｍ以内は舗装復旧範囲に含める必要があります。

現 況 図 (1)平面図

・ □施工延長や施工内容が記載されていますか。（PU3　250×250 L=10.0mなど）

計 画 図 □ □道路幅員、道路構造物等の位置関係が示されていますか。

※道路構造物等：舗装目地、マンホール、グレーチング、側溝、歩車道ブロック、ガードレール、街路樹、電柱、標識など

□道路舗装勾配、側溝勾配が分かるように高さが記載されていますか。

□舗装範囲に外側線がかかっていませんか。かかる場合、復旧が明示されていますか。

□掘削範囲が示されていますか。（幅、延長）

裏面へ続く

※法務局又は市役所資産税課
（ 東 館 ２ 階 ） に て 取 得 可 能

写 真 □

工種ごとのチェック
ポイントは別紙へ



申 請 書 類
添付

チェック
チェックポイント

現 況 図 (2)横断図

・ □舗装勾配は、示されていますか。（１．５％もしくは現況勾配）　※車道５％、歩道２％を超える場合は協議が必要です。

計 画 図 □ □舗装構成は記載されていますか。また、舗装構成は適切ですか。

□掘削範囲と舗装範囲は適切に設定されていますか。

　→いずれかにチェック（□掘削範囲(勾配1:0.5まで)＋300　□直掘500(側溝入れ替えのみ)　□歩道（影響範囲なし））

　→いずれかにチェック（施工範囲付近に、□目地・マンホール有り　□目地・マンホール無し）

(3)縦断図（側溝工事がある場合のみ）

□側溝天端、側溝敷の起終点高さは記載されていますか。

□ □流末は確保されており、流下方向が記載されていますか。

□起終点の敷高さは合いますか。

→いずれかにチェック（□段差が10mm以内　□段差は＿＿＿mmで、モルタルで埋める。（起点・終点））

□舗装構成が示されており、乳剤まで記載されていますか。（透水性舗装の場合を除く）

□ □道路構造物の構造図は記載されていますか。（基礎構造含む）

□構造物の耐荷重、サイズは記載されていますか。

該当あり □公園緑地課（東館９階）と打ち合わせ済みである。

□ □（移植する場合）移植先の位置図が添付されている。

該当なし □施工業者、移植時期が明示されている。

□ □乗入からの離隔は取れていますか。(1.2mもしくは1.5m)

該当あり 長期の交通規制が必要となる大規模工事の場合

□ □地元自治会から承諾をもらい添付している。

該当なし 施工範囲が他の土地所有者の土地地先にかかる場合もしくは工事により隣地の土地利用に影響がある場合（近接した乗入口の設置など）

□ □利害関係者から、当該申請について図面等により説明を受け、申請内容に異議のない旨の承諾書等を記載してもらい添付している。

□すべての項目を確認しました。

　 　年 　　月　　 日

担当者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※工事に関して利害関係が
生ずる者がいる場合に添付
利害関係者の承諾を証する
書 類
（ 任 意 様 式 ）

構 造 図

（植栽帯の工事を行う場合のみ）

街 路 樹 誓 約 書
※ 市 の 様 式 を 使 用

工種ごとのチェック
ポイントは別紙へ


